
墨 田 区（報道） 

                  令和８年1 月28 日 松浦  

～ 災害時の被災者支援強化へ ～ 

東京司法書士会と「災害時における 

被災者等相談の実施に関する協定」を締結 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《写真》①②協定式の様子（１/27 撮影） 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
《協定概要》 
協定名称：災害時における被災者等相談の実施に関する協定 
締 結 日：令和８年1 月27 日（火） 
協定内容：災害時において、東京司法書士会が派遣する相談員（司法書士）が被災者並びにその雇用主、 

従業員、相続人及び親族を対象に、無償で法律相談を実施する。 
相談内容：相続、不動産登記、商業・法人登記、不在者財産管理制度、相続財産管理制度等、成年後見制 

度、その他司法書士法に定める業務に関する相談 
 

《問合せ》危機管理担当 防災課  ℡ 03-5608-6206 
※ お問合せは、午後5 時までにお願いいたします。（広報広聴担当 ℡03-5608-6220） 

墨田区は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 

区は令和８年 1 月 27 日(火)に、東京司法書士会と「災害時における被災者等相談の実施に関する協

定」を締結しました。本協定により、今後区内で大規模災害が発生した際、被災者とその関係者は、相
続や不動産登記など生活再建に必要な法的手続きについて、専門家である司法書士による無償相談を受
けられるようになります。 

協定に基づく相談内容は、相続、不動産・商業登記、成年後見制度など多岐にわたります。これらは
生活の基盤となる重要な手続きでありながら、専門知識がなければ対応できない複雑な法的手続きで
す。しかし大規模災害発生時には、被災者はその混乱の中でこれら数多くの手続きに直面することにな

るため、今回の協定により、その不安解消と早期の生活再建が実現できる体制を構築します。 
さらに協定に基づき、区と東京司法書士会は、平常時から連絡体制を強化することで、災害時におけ

る円滑な支援の実現を目指します。 
山本区長は「災害時の混乱期こそ、専門家による的確な支援が必要となる。今回の協定により、区民

の皆様の生活再建を法的側面から支える体制が整ったことは非常に心強い。」と話します。 
区は今後も、大規模災害時の法的支援体制の強化に加え、あらゆる面で区民の安全・安心の確保に向

けた施策を行っていきます。 
 

左から、山本亨墨田区長、千野隆二司法書士会会長 


